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市
民
の
皆
さ
ん
の
命
を
守
る
最
も
大
切
な
施
設
「
島
田
市
民
病
院
」

の
建
て
替
え
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
頂
き
な
が
ら
、
最

善
の
方
法
を
検
討
し
て
い
ま
す
。 

今
回
は
「
何
故
、
今
、
建
て
替
え

な
の
か
？
」
に
つ
い
て
、
財
政
的
な
視
点
か
ら
詳
し
く
お
伝
え
す
る
と

と
も
に
、
新
病
院
建
設
地
検
討
委
員
会
で
の
検
討
経
過
に
つ
い
て
も
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。　
　
　
　
　

 

問
政
策
推
進
課 

☎
３
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７
１
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みんなの笑顔を
　診

み ま も

守るために

市
民
病
院

の
未
来
④

　

市
民
病
院
の
建
て
替
え
計
画
に
つ
い
て
、

広
報
し
ま
だ
１
月
号
で
は
、
新
病
院
建
設
地

検
討
委
員
会
の
内
容
や
病
院
の
跡
地
利
用
に

つ
い
て
、
２
月
号
で
は
、
地
震
対
策
と
財
政

的
な
面
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

　

市
民
病
院
の
建
て
替
え
に
つ
い
て
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
関
心
も
非
常
に
高
く
「
ど
の

よ
う
な
病
院
に
な
る
の
？
」「
財
政
的
な
面

は
大
丈
夫
な
の
？
」
な
ど
と
い
っ
た
声
が
、

多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
専
門
家
に
よ
る
委
員
会
で
あ
る

「
新
病
院
建
設
地
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
、

昨
年
10
月
か
ら
新
病
院
建
設
候
補
地（
以
下
、

候
補
地
）
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
見
地
か
ら

検
討
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
委
員
の
皆

さ
ん
か
ら
は
、市
民
病
院
の
未
来
に
つ
い
て
、

真
剣
な
ご
意
見
や
厳
し
い
ご
指
摘
を
頂
い
て

い
ま
す
。

　

市
民
病
院
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
命
を
守

る
最
も
大
切
な
施
設
で
す
。
今
回
は
、「
な

ぜ
今
、
市
民
病
院
の
建
て
替
え
が
必
要
な
の

か
」
に
つ
い
て
、
財
政
的
な
視
点
か
ら
、
詳

し
く
お
伝
え
す
る
と
と
も
に
、
新
病
院
建
設

地
検
討
委
員
会
で
の
検
討
経
過
に
つ
い
て

も
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

新
病
院
建
設
Ｑ
＆
Ａ 

|

Q
借
金
（
起
債
）
で
建
て
替
え
た
ら
、

財
政
負
担
が
重
く
な
る
の
で
は
？

A
旧
島
田
市
と
旧
金
谷
町
が
合
併
し

て
以
来
、
市
で
は
新
市
建
設
計
画

に
基
づ
い
て
、
新
市
の
建
設
に
必
要
な
事
業

を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

旧
金
谷
町
と
の
合
併
は
平
成
17
年
５
月
で

し
た
が
、
特
例
で
平
成
16
年
度
末
ま
で
に
合

併
し
た
も
の
と
し
て
、
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
16
年
度
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
に
つ
い

て
は
、
合
併
特
例
法
に
よ
り
新
市
建
設
計
画

の
事
業
を
行
う
場
合
、
財
政
上
の
特
例
制
度

「
合
併
特
例
債
」
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
新

市
建
設
計
画
の
事
業
を
借
金
し
て
（
合
併
特

例
債
を
借
り
て
）
行
う
場
合
は
、
そ
の
返
済

に
充
て
る
お
金
の
70
％
が
、国
の
交
付
金（
地

方
交
付
税
）
と
し
て
措
置
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
借
金
を
し
て
１
０
０
億
円
の
施

設
を
建
設
す
る
場
合
、
国
が
70
億
円
を
交
付

金
と
し
て
措
置
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
貯
金

を
貯
め
て
建
設
す
る
よ
り
も
、
借
金
を
し
て

建
設
す
る
方
が
財
政
的
な
負
担
が
軽
く
な
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

Q
特
例
制
度
「
合
併
特
例
債
」
と
は

い
っ
て
も
、
借
金
で
あ
る
以
上
、

財
政
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
の
で
は
？

A
市
の
財
政
状
況
が
健
全
か
否
か
を

示
す
も
の
と
し
て
「
実
質
公
債
費

比
率
」と
い
う
指
標
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

市
が
借
金
の
返
済
な
ど
の
た
め
に
使
っ
た
お

金
（
実
質
公
債
費
）
が
、
標
準
的
な
収
入
の

規
模
に
対
し
て
、
ど
の
く
ら
い
の
割
合
か
を

示
す
も
の
で
、
私
た
ち
の
生
活
に
例
え
る
な

ら
「
年
収
に
対
す
る
毎
年
の
ロ
ー
ン
返
済
額

の
割
合
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

当
市
の
場
合
、
平
成
24
年
３
月
末
現
在
の

比
率
は
10
・
６
％
で
、
国
が
定
め
た
早
期
健

全
化
基
準
（
警
告
ラ
イ
ン
25
・
０
％
）
を
大

き
く
下
回
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
隣
市
と

比
較
し
て
も
低
く
、
島
田
市
の
財
政
は
健
全

な
状
態
で
す
。

Q
新
病
院
の
建
設
費
に
も
「
合
併
特

例
債
」
が
適
用
さ
れ
る
の
？

A
新
病
院
の
建
設
事
業
は
、
新
市
建

設
計
画
の
中
で
も
重
要
な
事
業
で

あ
り
、
移
転
な
ど
の
一
定
の
条
件
に
よ
っ
て

特
例
制
度
「
合
併
特
例
債
」
の
活
用
が
可
能

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
市
で
は
、
既
に
合
併
特
例
債
を
活

用
し
て
お
金
を
前
借
り
し
、
新
病
院
の

建
設
に
あ
て
る
貯
金
（
地
域
振
興
基
金
）

を
設
け
て
い
ま
す
。
現
在
の
貯
金
額
は

19
億
３
３
０
０
万
円
で
す
。
合
併
特
例
債
の

◎
初
倉
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
「
く
ら
ら
」

◎
六
合
公
民
館
「
ロ
ク
テ
ィ
」

◎
伊
太
田
代
温
泉
「
伊
太
和
里
の
湯
」

◎
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
な
ご
み
の
里
」

◎
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー「
ロ
ー
ズ
ア
リ
ー
ナ
」

◎
こ
ど
も
館
・
島
田
図
書
館

◎
金
谷
地
区
光
フ
ァ
イ
バ
ー
整
備
事
業

　

ま
た
、
今
後
も
「
合
併
特
例
債
」
を
活
用

し
て
、
大
津
地
区
に
建
設
す
る
給
食
セ
ン

タ
ー
や
防
災
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
事
業
な
ど

の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
事
業
も
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん

か
ら
の
強
い
要
望
に
よ
る
も
の
で
、
安
心
・

安
全
な
市
民
生
活
を
図
る
観
点
か
ら
も
重
要

な
事
業
で
す
。

Q
有
利
な
制
度
は
「
合
併
特
例
債
」

だ
け
な
の
？ 

他
に
は
な
い
の
？

A
特
例
制
度
「
合
併
特
例
債
」
の
他
に
、

国
の
交
付
金
（
地
方
交
付
税
）
に

よ
る
財
政
上
の
特
例
制
度
が
あ
る
借
金
と
し

て
は
、
中
山
間
地
域
の
振
興
の
た
め
の
「
過

疎
債
」
と
「
辺
地
債
」
と
い
う
制
度
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
れ
は
主
に
、
川
根
地
域
に
お
い
て
実
施

す
る
事
業
に
適
用
さ
れ
る
制
度
で
、
こ
の
制

度
を
活
用
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
業
の
実
施

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

【
過
疎
債
】
事
業
費
の
７
割
が
国
の
交
付
金

（
地
方
交
付
税
）
で
す
。

◎
川
根
温
泉
宿
泊
施
設

◎
川
根
小
学
校
お
よ
び
体
育
館

◎
川
根
図
書
館　

【
辺
地
債
】
事
業
費
の
８
割
が
国
の
交
付
金

（
地
方
交
付
税
）
で
す
。

◎
千
葉
公
会
堂

◎
伊
久
身 

鹿
・
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シ
シ
食
肉
セ
ン
タ
ー

Q
新
病
院
建
設
地
検
討
委
員
会
で
は
、

ど
ん
な
意
見
が
出
て
い
る
の
？

A
委
員
会
で
は
、
新
病
院
建
設
地
決

定
に
向
け
て
、
建
設
候
補
地
に
関

す
る
「
現
状
整
理
、
要
点
の
整
理
、
個
別
項

目
の
検
討
」
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
ち
な
か
へ
医
療
施
設
を
移
転
す

る
意
義
や
新
病
院
の
目
指
す
べ
き
医
療
体
制

に
つ
い
て
な
ど
、
議
論
の
内
容
は
多
岐
に

渡
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
委
員
会
で
は
、
市
民
病
院
の
代
表
者

と
の
意
見
交
換
も
実
施
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
見
を
基
に
、
新
病
院
建
設
地
に
つ
い

て
評
価
・
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

Q
市
民
病
院
の
代
表
者
は
、
移
転
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
る
の
？

A
平
成
25
年
２
月
18
日
に
開
催
さ
れ

た
「
第
３
回
新
病
院
建
設
地
検
討

委
員
会
」
で
は
、
市
民
病
院
代
表
者
の
服
部

事
業
管
理
者
お
よ
び
村
田
病
院
長
と
の
意
見

交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
中
で
、
委
員
の
「
新
病
院
の
ま
ち
な

か
へ
の
移
転
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ご
意

見
を
お
持
ち
で
す
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け

に
対
し
、
服
部
事
業
管
理
者
と
村
田
病
院
長

は
「
病
院
の
移
転
に
つ
い
て
は
異
論
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。

適
用
に
よ
り
、皆
さ
ん
の
税
金
約
６
億
円
で
、

20
億
円
近
い
貯
金
（
基
金
）
が
で
き
る
、
大

変
有
利
な
特
例
債
で
す
。

Q
「
合
併
特
例
債
」
は
、
い
つ
で
も
適

用
さ
れ
る
の
？

A
本
市
の
場
合
、
特
例
制
度
「
合
併

特
例
債
」
は
平
成
26
年
度
ま
で
が

適
用
期
間
（
合
併
特
例
期
間
）
で
し
た
が
、

東
日
本
大
震
災
以
降
の
法
律
の
改
正
に
よ
っ

て
、
平
成
31
年
度
ま
で
適
用
が
延
長
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
適
用
期
間
が
延
長
さ
れ

た
と
い
っ
て
も
、
国
の
財
政
状
況
な
ど
に

よ
っ
て
は
、
交
付
金
（
地
方
交
付
税
）
が
平

成
27
年
以
降
、
減
額
さ
れ
る
可
能
性
も
予
想

さ
れ
る
た
め
、
可
能
な
限
り
早
め
に
、
必
要

な
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
市
民
病
院
は
、
大
規
模
地
震
発

生
時
に
も
決
し
て
休
む
こ
と
の
出
来
な
い

「
市
民
の
命
を
守
る
特
別
な
施
設
」
で
あ
る

た
め
、
災
害
に
強
い
新
病
院
の
建
設
は
急
務

で
す
。Q

「
合
併
特
例
債
」
を
活
用
し
た
事
業

は
、
他
に
も
あ
る
の
？

A
市
で
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
こ
の
特

例
制
度
「
合
併
特
例
債
」
を
利
活

用
し
て
、
市
民
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
施
設
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

【
例
】

◎
金
谷
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

◎
五
和
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

「高校生1日ナース体験」


